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茨城県特定（産業別）最低賃金の改正答申について 

－ ４業種について２円～３円引上げ － 
 
 

茨城地方最低賃金審議会（会長 田中 泉）は、本年９月７日に茨城労働局長（小奈 健

男）から諮問を受け、「鉄鋼業」など４つの業種に適用される特定（産業別）最低賃金の

改正について、それぞれ専門部会を設けて調査審議を重ねてきましたが、10 月 28 日まで

に、別表のとおり時間額で２円～３円引上げる答申を行いました。 

これを受けて、茨城労働局長は、答申内容の公示など所要の手続を行い、茨城県特定（産

業別）最低賃金は、４業種とも本年 12 月 31 日（木）から効力が発生する予定です。 
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（別表） 

茨城県特定（産業別）最低賃金答申額等 
件   名 答申日 時間額 

(引上げ額) 
効力発生 
予定日 

鉄 鋼 業 10 月 22 日 
９４５円 
（２円） 

12 月 31 日 

はん用機械器具、生産用機械器具、

業務用機械器具製造業 
（機械器具製造業等） 

10 月 23 日 
９０７円 
（２円） 

12 月 31 日 

計量器・測定器・分析機器・試験

機・理化学機械器具、医療用機械

器具・医療用品、光学機械器具・

レンズ、電子部品・デバイス・電

子回路、電気機械器具、情報通信

機械器具、時計・同部分品製造業 
（電気・精密機械器具等製造業）  

10 月 28 日 
９０４円 
（３円） 

12 月 31 日 

各 種 商 品 小 売 業 10 月 28 日 
８７４円 

  （３円） 
12 月 31 日 

 



＜参考＞ 
 

特定（産業別）最低賃金の改正手続の流れ 
 

関係労使 
                  ↓（決定等の申出） 

諮  問 
                  ↓ 

調査審議 
                  ↓（必要性の答申） 

諮  問 
                  ↓ 

専門部会の設置及び調査審議 
                  ↓（調査審議結果の報告） 

答  申 
                  ↓ 

異議申出に係る調査審議※ 
                  ↓ 

決  定 
                  ↓ 

決定の公示 
                  ↓ 

効力の発生 
         

※関係労使から異議申出があった場合に開催 
 


